
 

農林水産物・食品の輸出事業者等へのリスクマネー緊急対策事業出資業務実施要領 

 

令和３年12月24日３新食第1023号・３経営第1965号 

農林水産省大臣官房総括審議官（新事業・食品産業）、経営局長通知 

 

第１ 目的 

 令和２年３月に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」並びに令和２年７月に閣議

決定された「経済財政運営と改革の基本方針2020」及び「成長戦略フォローアップ」におい

て、農林水産物及び食品の輸出額を2025年までに２兆円、2030年までに５兆円とする目標が

設定された。当該目標を達成するため、令和２年12月には、農林水産業・地域の活力創造本

部において、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」が決定され、令和３年５月に農林水産

物・食品の輸出拡大のための輸入国規制への対応等に関する関係閣僚会議において示された

「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略フォローアップ」では、輸出に取り組む事業者へリ

スクマネーを供給することとされている。 

本業務は、農林水産物及び食品の輸出拡大に向け、輸出に取り組む農林漁業者・食品産業

事業者、農業の大幅な生産性向上に資するスマート農業技術の開発事業者、技術の導入を行

う農業支援サービス事業体、経営改善に取り組む食品産業事業者等（以下「事業者等」とい

う。）に対する円滑な資金供給を図るため、株式会社日本政策金融公庫（以下「公庫」とい

う。）が、農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法（平成14年法律第52条。

以下「投資円滑化法」という。）第５条に規定する承認会社又は承認組合（以下「承認会社

等」という。）に対し、承認会社等が承認事業計画に従って農林漁業法人等投資育成事業（以

下「投資育成事業」という。）を営むのに必要な資金の出資を行うものである。 

本業務の実施に当たっては、投資円滑化法、農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関す

る特別措置法施行規則（平成14年農林水産省令第52号。以下「投資省令」という。）、株式会社

日本政策金融公庫の出資業務に関する省令（平成14年財務省・農林水産省令第２号）による

ほか、本要領の定めるところにより実施する。 

 

第２ 出資 

（１）出資対象 

公庫は、予算の範囲内で、次の（２）から（７）までに定めるところにより承認会社

等が承認事業計画に従って投資育成事業を営むのに必要な資金を対象に出資を行うもの

とする。 

 

（２）投資主体の公募 

公庫は、投資育成事業を営もうとする株式会社又は投資事業有限責任組合（以下「投

資主体」という。）の出資審査に当たっては、第１の目的に即して募集要項を定めて公

募するとともに、次に掲げる観点から出資審査を行い、第１の目的を達成するために最

も適格な者を選定するものとする。 

ア 案件発掘力 



 

イ 事業性審査能力 

ウ 経営支援実行力 

エ 信用力 

 

（３）外部有識者委員会の活用 

公庫が投資主体の選定に係る出資審査を行うに当たっては、あらかじめ、投資育成事

業に関する分野に高い識見を有する外部の者からなる委員会を設置し、その意見を聴取

するものとする。 

 

（４）申請書の共有 

農林水産省は、投資主体から提出される投資省令別記様式第１号による投資育成事業

に関する計画の承認申請書について、申請者の負担軽減の観点から、公庫と共有するも

のとする。 

 

（５）出資契約及び出資方法 

公庫は、承認会社又は承認組合の無限責任組合員及び有限責任組合員と契約を締結し、

当該契約の定めるところに従い出資を行う。なお、承認組合への出資については、投資

案件発掘の都度、必要な金額を出資することとし、公庫は、有限責任組合員として参加

するものとする。 

 

（６）出資の限度額等 

公庫が承認会社等に対して行う出資の限度額等は、次に掲げるとおりとする。 

ア 承認会社にあっては、公庫の出資額が総株主の出資額の２分の１未満の額であり、

かつ、公庫が当該出資により有する議決権の合計が総株主の議決権の２分の１未満で

あること。 

イ 承認組合にあっては、公庫の出資約束金額の合計が全組合員の総出資約束金額の２

分の１未満の額であること。 

 

（７）配当金等の取扱い 

公庫は、出資した承認会社等から配当の支払いのほか、出資金の払戻しがあった場合

には、当該配当金又は払戻金を他の承認会社等に対する出資に充てることができるもの

とする。 

 

（８）助言及び研修等 

公庫は、承認会社等の投資育成事業を円滑に実施するため、承認会社等に対し助言及

び研修等を行うことができるものとする。 

 

第３ 出資金の運用等 

（１）公庫は、国から出資された出資金を、承認会社等に対して行う投資育成事業に係る出



 

資に充てるほか、株式会社日本政策金融公庫法（平成19年法律第57号）第56条各号に規

定する方法により、安全かつ効率的に運用するものとする。 

 

（２）公庫が出資した出資金及びその運用による収入は、承認会社等が事業者等に対し行う

出資のほか、承認組合の無限責任組合員に対する管理報酬費用その他投資育成事業の実

施に必要な資金に充当するものとし、他の目的に充当してはならない。 

 

第４ 出資金の運用状況等の報告 

（１）公庫は、第１の目的の達成のため、国から出資された出資金により出資業務を行う趣

旨を踏まえ、次に掲げる内容を農林水産省大臣官房総括審議官（新事業・食品産業）（以

下「総括審議官」という。）及び経営局長に半期ごとに定期報告を行わなければならな

い。 

一 出資金の運用状況 

二 承認会社等の決算状況、出資実績、翌期取組方針、減損状況に関する助言の状況 

三 公庫が承認会社等に対して実施する研修等の実施状況 

 

（２）公庫は、（１）に定める内容に関する出資業務の実施状況について総括審議官及び経

営局長から報告を求められた場合には、速やかに、その状況について、総括審議官及び

経営局長に報告しなければならない。 

 

（３）公庫は、（１）及び（２）に定めるもののほか、出資業務の実施に影響を及ぼすおそれ

のある事情が生じた場合には、速やかに総括審議官及び経営局長に報告しなければなら

ない。 

 

第５ 公表 

公庫は、出資を行おうとする承認会社等の名称、総出資額（承認組合にあっては総出資

約束金額）及び事業の概要について、出資認可をし、又は内容に変更があったときは、ホ

ームページにより公表するものとする。 

 

附 則 

この要領は、令和３年12月24日から施行する。 

 

 


